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裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
七
条
第
二
項
中
「
国
庫
か
ら
一
定
額
の
給
与
を
受
け
る
」
を
「
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
修
習

に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
十
七
条
の
二

（
修
習
資
金
の
貸
与
等
）

最
高
裁
判
所
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
の
た
め
通
常
必
要
な
期
間
と
し
て
最
高

裁
判
所
が
定
め
る
期
間
、
司
法
修
習
生
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
無
利
息
で
、
修
習
資
金
（
司
法
修
習
生
が
そ
の
修
習

に
専
念
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
資
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

修
習
資
金
の
額
及
び
返
還
の
期
限
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

最
高
裁
判
所
は
、
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
災
害
、
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
習
資
金
を
返
還

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
返
還
の
期
限
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
国
の
債

権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



- 2 -

最
高
裁
判
所
は
、
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
死
亡
又
は
精
神
若
し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
修
習
資
金
を
返
還
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
修
習
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
修
習
資
金
の
貸
与
及
び
返
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
採
用
さ
れ
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
も
引
き
続
き
修
習
を
す
る
司
法
修
習
生
の
給
与
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

３

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
た
だ
し
書
を
削
る
。


